
 

 

平成 28 年度まで西牟婁振興局「医療と介護の連携推進会議」にて実施されていた退院

調整ルールの運営にかかる会議を当会で引き続き実施して 3 年目となりました。先日(２

月 2７日)、令和元年度第１回退院調整ルール部会が下記のとおり開催され、昨年９～１１

月に実施した病院・ケアマネジャーへのアンケート調査から圏域の退院調整の状況および

課題を踏まえて、さらなるルールの定着を目指すとともに連携の質の向上を図るため

各職域(病院・事業所)において研鑽等を深めることに決定しました。また、退院調

整ルールに関連する他の案件の協議も行われました。  
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図１ 退院調整もれ率
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もれ率は微減、要支援対象者は 10％改善も介護対象者は少し悪化 

R元年度田辺圏域医療と介護の連携を進める会（退院調整ﾙｰﾙ部会）情報 VOL.3 

○ケアマネジャーへのアンケート調査結果から、退院調整もれ率は全体として微減していまし

た。【図１】特に、要支援対象者のもれ率は昨年課題とされていましたが 10％改善されまし

た。しかし、まだ約 50％が調整もれとの結果となりました。一方、要介護対象者のもれ率は昨

年度より少し悪化（1.4％）しており、調整もれになる個別の理由はあるものの改善を図る必要

があることが判明しました。  

○この５年間のアンケート結果を見ると「退院調整ルール」は入院時情報提供率が 90％を超え

るなどほぼ定着しており、今後は「もれ率」の数字の改善を目指すだけでなく「連携の質の向

上」を図ることが大切であり、引き続き各職域で研鑽を進めることを確認しました。  

〇平成３０年度の介護報酬の改定の際、国から示された「入院時情報提供書及び退院・退所情報

記録書」の様式変更については、様式に関わらず必要な情報は記載していくこととしました。  

〇救急時の患者情報シートの活用に関連して、救急時に蘇生を望まないケースの対応について意

見交換を行い、一定のルール化は難しいものの各職域で研鑽を深め問題点の啓発を進めるととも

に本人と家族にそれぞれが説明することの大切さを認識しました。  

〇「くろしお NET」の「入退院調整文書連携」機能を活用し「入院時情報提供書及び退院・退所

情報記録書」を簡便にやり取りできるとの報告がありました。  
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各職域での研鑽を深めルールの定着と質の向上を!! 
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図２：退院調整を見える化したシート 

図３：連携手順 CHECK BOX 


